
物資関係省庁

関係業界団体等

民間企業

原子力災害対策本部

（首相官邸）

関係府県災害対策本部

関係市町災害対策本部

地方公共団体
による行政備蓄

一時集結拠点等

物資集積拠点

避難先屋内退避施設 屋内退避施設等
PAZ圏内

UPZ圏内 UPZ圏外

国による物資（食料等の生活用品等）の供給体制

調達要請 回答

調達要請

回答

要請を伝達

対応状況の報告

調整

要請を伝達
物資調達の要請

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

調達・供給
の調整

ﾄﾗｯｸ会社・民間企業

 関係府県及び関係市町が備蓄している物資が不足する場合、関係府県及び関係市町から、原子力災害対策本部
に対し物資調達の要請を行う。

 要請を受けた、または原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合等、原子力
災害対策本部は、物資関係省庁（総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省）に対しこの要請を伝達、または
要請し、各物資関係省庁は所管する関係業界団体等に調達要請を実施し、物資集積拠点への物資搬送を行う。
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ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

(福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ)

原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとまが
ないと認められた場合必要と

判断し要請



国による物資（燃料）の供給体制

 関係府県及び関係市町が備蓄している燃料が不足する場合、関係府県及び関係市町から、原子力災害対策本部
に対し燃料調達の要請を行う。

 要請を受けた、または原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合、原子力災
害対策本部は、経済産業省に対しこの要請を伝達、または要請し、経済産業省は所管する関係業界団体等に調
達要請を実施し、原則として製油所・油槽所から一時集結拠点等への搬送を行う。

子ミスター

経済産業省関係業界団体 等

製油所・油槽所

原子力災害対策本部

（首相官邸）

関係府県災害対策本部

各市町災害対策本部

避難先

屋内退避施設 屋内退避施設等

PAZ圏内 UPZ圏内 UPZ圏外

供給要請 回答

供給要請

回答

要請を伝達

対応状況の報告

要請を伝達

燃料調達の要請
調達・供給

の調整

中核ＳＳ等

民間企業等

一時集結拠点

調整

※緊急車両の優先給油等
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ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

(福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ)

原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとまが
ないと認められた場合必要と

判断し要請



主な物資の種類と担当省庁、関係業界団体
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物資の種類 担当省庁 主要緊急物資 主な関係業界団体等

給水

厚生労働省

飲料水 周辺自治体水道局

医薬品等
一般薬、紙おむつ、

ﾏｽｸ 等

日本OTC医薬品協会、
日本製薬団体連合会、

日本医療機器産業連合会、
日本医薬品卸売業連合会 等

食料等 農林水産省
ﾊﾟﾝ、即席めん類、
おにぎり、缶詰 等

各種食品産業関係団体 等

生活必需品

経済産業省

仮設ﾄｲﾚ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、
毛布 等

什器・備品ﾚﾝﾀﾙ協会、
日本家庭紙工業会、

日本毛布工業組合 等

燃料（石油・石油ｶﾞｽ等）
ｶﾞｿﾘﾝ、軽油 等

石油連盟、全国石油商業組合連合会、
独立行政法人石油天然ｶﾞｽ・

金属鉱物資源機構（JOGMEC） 等

貸出用機材の種類 担当省庁 主要緊急物資

通信機器 総務省
貸出用災害対策用移動通信機器

（衛星携帯電話、MCA端末、簡易無線機）を備蓄

 被災者の生活の維持のために必要な物資（食料等の生活用品等）の調達・供給は、防災基本計画
第2編 各災害に共通する対策編に基づき実施。

 国は、関係府県又は関係市町からの物資調達の要請、および要請を待ついとまがないと認められ
た場合、物資の供給を確保し、輸送を開始。

 関係府県又は関係市町が、物資の要請を行うことが困難な場合は、要請がなくても物資の供給を確
保し、輸送を開始。



7．緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施体制
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緊急時モニタリングの体制
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企画調整グループ

緊急時モニタリングの企画調整を担
い、緊急時モニタリングセンター内の
活動に対する監督を行う。

情報収集管理グループ

中央との情報共有システムを維持・管
理するとともに、緊急時モニタリング
データの一元的管理等を行う。

測定分析担当

緊急時モニタリングを実施する。

＊1  国から委託を受けた民間の機関含む

 国は、施設敷地緊急事態に至った原子力施設の立地道府県に緊急時モニタリングセンター（EMC）を設置する。
 緊急時モニタリングセンター（EMC）の体制について、センター長、企画調整グループ及び情報収集管理グループ

を高浜オフサイトセンターに、測定分析担当は、それぞれの府県に拠点を設置する。
 大飯・高浜地方放射線モニタリング対策官事務所に2名を配置し、緊急時モニタリング体制強化

＊2  協定に基づく原子力事業者を含む



緊急時モニタリングの体制
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 高浜原子力発電所の周辺地域では、発電所を取り囲むように半径３０km圏内（福井県：１５局、京都府： １４局、
関西電力：２６局）の測定局を用いて２４ 時間監視を行っている。

 今後測定機器を追加的に整備し、モニタリング体制の更なる充実を図る。



福井県における環境放射線モニタリング体制

 モニタリングポスト
・モニタリングポスト（福井県：５５局（水準調査用１１局を含む。）、電力事業者：６０局）で、福井県域の

放射線量等を測定
・万一、モニタリングポスト等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリングポスト（１８台）を配備
 モニタリングカー

・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したモニタリングカー等を配備
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モニタリングポスト
（非常用発電機装備）

可搬型モニタリングポスト

ガンマ線核種分析ラボ車
（高機能モニタリングカー）

モニタリングカー 資機材例

（可搬型ダストヨウ素サンプラー）



京都府における環境放射線モニタリング体制

 モニタリングステーション及びモニタリングポスト
・モニタリングステーション（１４局）及びモニタリングポスト（１５局（水準調査用９局を含む。） ）で、京都

府域の放射線量等を測定
・万一、モニタリングステーション等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリングポスト（５台）を

配備
 モニタリングカー ・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したモニタリング

カー等を配備
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モニタリングポスト

モニタリングカー
（走行サーベイ車）

モニタリングカー
可搬型モニタリングポスト

（太陽光パネル＋バッテリー付）




